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国土交通省航空局安全部長 

 

運航に関する仕様書（OPERATIONS SPECIFICATIONS）発行要領 

 

１．目 的 

  本要領は、運航に関する仕様書の発行に関する要領を定めることを目的とする。 

 

２．運航に関する仕様書の発行 

 ２－１ 一 般 

     航空法第１００条第１項の許可を受けた航空運送事業者のうち、国際航空運送

事業を経営する者は、申請により国際航空運送事業の用に供する航空機の運航に

関する仕様書の発行を受けるものとする。 

 

 ２－２ 申 請 

     運航に関する仕様書の発行を受けようとする者は、航空機の型式毎に次に掲げ

る資料を添えて、航空局安全部長又は地方航空局安全管理官に申請すること。    

また、当該仕様書の交付を受けた後に、当該仕様書の内容に変更が生じた場合に

は、その都度申請すること。（提出する資料は、変更しようとする内容に関係する

もののみでよい。） 

    （１）仕様書の記載に必要な事項（２－３参照） 

    （２）有効な事業許可証の写し（最新のもの） 

    （３）運航規程及び整備規程並びに同附属書の該当する部分の写し 

    （４）記載事項に係る許可書及び承認書の写し 

    （５）その他参考となる書類 

 

 ２－３ 仕様書の記載に必要な事項 

     運航に関する仕様書の記載に必要な事項は、以下のとおりとする。 

 

項    目 

 

記  載  内  容 

 

１．事業許可証番号、 

発行先（事業者名） 

 

 

事業許可証の番号、発行先（事業者名） 

 

２．航空機の型式 

 

国際航空運送事業の用に供する航空機の型式のうち、発行を受け

ようとする航空機の型式 

 



 

３．事業の形態 

 

 

実施する国際航空運送事業の形態。旅客輸送、貨物輸送の別 

 

４．事業活動を行う主た

る地域 

 

 

事業許可を受けている事業活動を行う主たる地域 

 

５．特別な制限 

 

 

運航又は整備に関して特別に制限を受けている事項（昼間のみ

等） 

 

６．特別な承認等 

 

承 認 内 容 

 

備  考 

 

① 危険物輸送 

 

危険物輸送の有無 

 

  

② 低視程運航 

 

許 可 等

の有無 

 

許可等を受けている低視程進入

毎（ＣＡＴⅠ、ＣＡＴⅡ、ＣＡＴⅢ）

に適用されるＲＶＲ値（ｍ）及び決

心高（ｆｔ） 

認められた離陸の最低気象条件

ＲＶＲ値（ｍ） 

進入方式の種類・方法 

（ＩＬＳ、ＧＬＳ、Ａｕｔｏｍａ

ｔｉｃ ｌａｎｄｉｎｇ、ＨＵＤ、

ＥＶＳ、ＳＶＳ、ＣＶＳ等） 

 

  

③ＲＶＳＭ航行 

※最大限界高度が 

２９，０００フィー

ト未満の航空機の場

合は、Ｎ／Ａ 

 

許 可 の

有無 

  

  

承 認 の

有無 

  

④双発機による長距離

進出運航（ＥＴＯＰ

Ｓ） 

 ※２発動機を超える発

動機を有する航空機

の場合は、Ｎ／Ａ 

承認を受けている発動機の型式及

び最大進出距離 

限定事項（２０７

分 は 北 米 に 限

る。）等 



 

⑤性能準拠型航法 

（ＰＢＮ） 

許 可 の

有無 

許可を受けている広域航法の種類

（ＲＮＡＶ１０、ＲＮＰ ＡＲ Ａ

ＰＣＨ（ＲＮＰ０．３またはＲＮＰ

０．３未満）等） 

使用機器（ＧＮＳ

Ｓ、ＤＭＥ／ＤＭ

Ｅ／ＩＲＵ等）の

制限等 

  

⑥耐空性の維持 

 

航空機の耐空性が維持されることを保証す

る責任のある航空運送事業者の名称又は整

備業務の管理の受委託の許可を受けている

場合には管理の受託者の名称及び根拠とな

る規則 

 

 

 ⑦ＥＦＢ 

 

承認を受けているＥＦＢ（Ｐｏｒｔａｂｌ

ｅ、Ｉｎｓｔａｌｌｅｄ） 

 

 

 ⑧その他 

 

上記以外に承認を受けているもの（ＶＮＡ

Ｖ、ＣＰＤＬＣ等） 

 

ＰＲＭについて

は、方式毎（ＩＬ

Ｓ/ＰＲＭ、ＧＬ

Ｓ/ＰＲＭ等）に

記載。 

 

 ２－４ 仕様書の発行 

     航空局安全部長又は地方航空局安全管理官は、２－２の申請の内容が適切であ

ると認められた場合には、別添の様式により運航に関する仕様書を交付するもの

とする。 

 

附則（平成２１年２月１６日） 

１．本要領は平成２１年２月１６日から適用する。 

２．本要領適用の際、現に発行されている運航に関する仕様書については、平成２１年１２

月３１日までは、なお従前の例によることができる。 

３．「運航に関する仕様書発行要領」（平成１４年６月２４日国空航第２６３号、国空機第

３４１号）は廃止する。 

 

附則（平成２３年７月１日） 

１．本要領は平成２３年７月１日から適用する。 

 

附則（平成２９年６月３０日） 

１．本要領は平成２９年６月３０日から適用する。 

 

附則（令和３年８月２３日） 

１．本要領は令和３年８月２３日から適用する。 

 

附則（令和７年３月２４日） 



１． 本要領は令和７年３月２４日から適用する。 

２． 本要領適用の際、現に発行されている運航に関する仕様書については、令和７年６月 

２３日までは、なお従前の例によることができる。 


